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１.共通【電子見積・請求サービス取引の流れ】

栃木県との電子見積・請求サービスでの取引の流れは、以下の２つに分かれます。

①見積書から発行する場合・・・マニュアルP.6～36

②請求書のみ発行する場合・・・マニュアルP.37～49

栃木県（各所属） 事業者

見積書発行見積依頼

納品書受領

検査調書発行 検査調書承認

請求書受領

見積書受領

発注請書発行

納品・履行

❶ ❷

❸

❺

➐

❽ ❾

⓫

納品書発行❻

請求書発行➓

①見積書から発行する場合

発注❹

②請求書のみ発行する場合

栃木県（各所属） 事業者

見積書発行見積依頼

納品書受領

検査調書発行 検査調書承認

請求書受領

見積書受領

発注請書

❶ ❷

❸

❺

➐

❽ ❾

⓫

納品書発行❻

請求書発行➓

発注❹

見積依頼や見積書の提出
納品・履行等
＜従来どおり＞
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１.共通【ログイン方法】

❶ インターネットに接続し、
検索ワード「インフォマート ログイン」で検索します。

❷ 検索結果から、「ログイン」をクリックします。
（https://www.infomart.co.jp/）

❸ ログインIDとパスワードを入力します。

❹

❸

❺

❹ BtoBプラットフォーム総合TOPが表示されます。

❺ ①見積書から発行する場合→「TRADE]をクリック
②請求書のみ発行する場合→「請求書」をクリック

＜請求書TOPからTRADEを開く場合＞
❻ 「サービス選択」をクリックします。
❼ 「TRADE」をクリックします。

❻

❼

https://www.infomart.co.jp/
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２.①見積書から発行する場合

【画面説明】・・・・・・・・・・・・P. 7

【事前設定（消費税の設定）】・・・・P.10

【見積依頼書の確認

・見積書の発行】・・・・・・・P.13

【発注書の確認

・発注請書の発行】・・・・・・P.16

【納品書（完了報告書）の発行】・・・P.19

【検査調書（検収書）の承認】・・・・P.24

【請求書の発行】・・・・・・・・・・P.26

【発行した書類の確認】・・・・・・・P.30

【栃木県から文書を

差戻された場合】・・・・・・・P.33
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２.①見積書から発行する場合

【画面説明】

１.TOPページ

２.取引管理画面
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２.①見積書から発行する場合【画面説明】

❶

❸

❹

❺

❻

❼

❾ ❿

⓫

❽

❷

TOPページ1

総合TOPで「TRADE」をクリックすると表示される画面です。

番号 項目 説明

❶ TOP TRADEで最初に表示される画面

❷ 取引管理 取引の一覧と取引状況の確認画面

❸ 文書を作成 見積書・納品書・請求書作成

❹ 取引一覧 進行中の取引：進行中の取引一覧
完了した取引：取引終了・取消済み・

辞退した取引一覧

❺ ステータス 差し戻しの文書：差戻された書類の一覧
未確認の文書：未確認の取引終了案件一覧

❻ 承認 未承認の見積依頼書・発注書・検査調書（検収
書）・取消依頼の一覧

❼ 文書一覧 各書類の一覧

❽ お知らせ インフォマートからのお知らせ表示

❾ やること 対応が必要な書類（差し戻し・未承認・未確認）
の一覧

❿ 設定・登録 汎用マニュアル確認や各種設定画面

⓫ よくある質問 よくある質問の検索
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２.①見積書から発行する場合【画面説明】

TOPページで「取引管理」をクリックすると表示される画面です。

⓬

⓭

取引管理画面２

⓮

番号 項目 説明

⓬ 取引管理 取引の進捗状況や文書の進行状況を案件ごとにステータスで確認できます。
進行中一覧に表示されている案件をクリックすると詳細が表示されます。

⓭ 文書ステータス 取引で作成された最新の文書の状態（ステータス）を確認することができます。

⓮ 進行状況 取引がどこまで進行しているか確認することができます。
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２.①見積書から発行する場合

【事前設定（消費税の設定）】
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２.①見積書から発行する場合【事前設定（消費税の設定）】

県との取引における消費税計算方法、金額の端数処理に
関する設定です。

❶ TRADEのTOPページで、「設定」をクリックします。

❷ 「金額計算管理」をクリックします。

続く

❶

❸

❷

❸ 「編集」をクリックします。
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２.①見積書から発行する場合【事前設定（消費税の設定）】

❹【計算方式】
伝票の消費税計算単位が設定出来ます。
事業者区分が「課税事業者 」の場合「総額」となり
「明細」に変更できません。
事業者区分が「免税事業者」の場合は、変更ができます。
※事業者区分の確認は初期設定マニュアルP9～P10の
【初期設定方法】⑶会社情報の設定をご確認ください。

❹

❺

❼

❻

❺【小数点以下処理】

金額や消費税額に1円未満の端数が生じた際の処理方法を

設定します。

❻【税抜税込混在時の計算方法】

計算方式が「総額」で1つの文書内に同じ税率で税抜単価明細
と税込単価明細が混在した場合、消費税を計算する際の基準
を設定します。

❼上記❹❺❻を選択後「この内容で保存」をクリックし

設定完了です。
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２.①見積書から発行する場合

【見積依頼書の確認・見積書の発行】

１.見積依頼書の確認

２.見積書の作成・送信

【手順２】
発注書確認

発注請書発行

【手順３】
納品書発行

【手順４】
検査調書承認

【手順５】
請求書発行

【手順１】
見積依頼書確認
見積書発行

①見積書から発行する場合の作業手順
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２.①見積書から発行する場合【見積依頼書の確認・見積書の発行】

まず初めに県から見積依頼が届いて取引が始まるため、県からの
見積依頼書を確認します。
※見積依頼が届くと、登録したID宛にメールが届きます。メール

のURLから直接見積依頼書を確認することも可能です（その場合
手順❸から）。

❶ TRADEのTOPページまたは取引管理の「未承認の文書」
→「見積依頼書」の順にクリックします。

❺

見積依頼書の確認1

❷

❶

続く

❷ 確認したい見積依頼書をクリックします。

❸ 見積依頼書が表示されます。内容を確認の上、右下の

をクリックし見積書の作成に進みます。
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２.①見積書から発行する場合【見積依頼書の確認・見積書の発行】

❹ 見積書の作成画面に遷移します。基本項目を入力し、「次に

進む」をクリックします。

県の見積依頼で入力されている項目については

あらかじめ入力された状態で表示されます。

❺ 明細項目を入力し、「次に進む」をクリックします。

見積書の作成・送信２

❼

❻

❹

❻ 「この内容で送信」をクリックします。

❼ 必要に応じてメッセージを入力し、「送信する」を

クリックします。

❺
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２.①見積書から発行する場合

【発注書の確認・発注請書の発行】

１.発注内容の確認

２.発注請書の作成・送信

【手順２】
発注書確認

発注請書発行

【手順３】
納品書発行

【手順４】
検査調書承認

【手順５】
請求書発行

【手順１】
見積依頼書確認
見積書発行

①見積書から発行する場合の作業手順
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２.①見積書から発行する場合【発注書の確認・発注請書の発行】

見積書の発行後、県が見積書を採用すると発注書が送信されるため、発注
内容を確認します。
※発注書が届くと、登録したID宛にメールが届きます。メールのURLから

直接発注書を確認することも可能です（その場合手順❸から）。
❶ TRADEのTOPページまたは取引管理の「未承認の文書」→「発注書」の

順にクリックします。

❷ 確認したい発注書をクリックします。

発注書の確認1

❷❶

続く

❸ 「発注内容」から発注書が確認できます。
❹ 「プレビュー」から発注書のPDFファイルイメージが確認でき

ます。

❺ 内容に問題がなければ、右下の「発注請け」をクリックし、

発注請書を作成します。

❸ ❹

栃木県代表IDが表示されます。

【栃木県庁（システム管理専用）】

※発注所属でないため注意

❺
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❾

２.①見積書から発行する場合【発注書の確認・発注請書の発行】

続く

❻ 基本情報を確認し、「次に進む」をクリックします。

❼ 明細情報を確認し、「最終確認に進む」をクリックします。

発注請書の作成・送信２

❻

❼

栃木県代表ID

❽ 画面内容を確認し、「この内容で送信」をクリックします。

❾ 送信画面で必要に応じてメッセージを入力し、「送信する」を

クリックすると発行完了です。

❽

栃木県代表ID
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２.①見積書から発行する場合

【納品書（完了報告書）の発行】

１.納品書（完了報告書）の作成・送信

２.分割して納品する場合

【手順２】
発注書確認

発注請書発行

【手順３】
納品書発行

【手順４】
検査調書承認

【手順５】
請求書発行

【手順１】
見積依頼書確認
見積書発行

①見積書から発行する場合の作業手順
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２.①見積書から発行する場合【納品書（完了報告書）の発行】

続く

発注請書の送信後、実際の納品・履行と併せて
納品書（完了報告書）を発行します。
❶ TRADE TOPページの「文書を作成」→「納品書」の順にクリックします。
❷ 納品書を作成する取引をクリックします。

納品書（完了報告書）の作成・送信１

❷

❶

❸ 「納品書作成」をクリックします。
❹ 「担当者連絡先」、「納品日」等を入力します。
❺ 「次に進む」をクリックします。

❹

❺

❸
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２.①見積書から発行する場合【納品書（完了報告書）の発行】

納品書（完了報告書）の作成・送信１

❻

❻ 明細情報を確認し、「最終確認に進む」をクリックします。

❼ 画面内容を確認し、「この内容で送信」をクリックします。
❽ 送信画面で必要に応じメッセージを入力し、「送信する」を

クリックすると発行完了です。

❼

❽

栃木県代表ID
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２.①見積書から発行する場合【納品書（完了報告書）の発行】

年額等で見積し、納品や請求は月ごとに分割して行う
操作方法です。
※当初の見積額を途中で変更することはできませんので
御注意ください。

❶ TRADE TOPページの「文書を作成」→「納品書」の順に
クリックします。

❷ 納品書を作成する取引をクリックします。

続く

分割して納品する場合２

❷

❸ 「納品書を作成」をクリックします。

❹ 「担当者連絡先」、「納品日」等を入力します。

❺ 「次に進む」をクリックします。

❸

❺

❹

❶
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⓫

２.①見積書から発行する場合【納品書（完了報告書）の発行】

分割して納品する場合２

❻ 「納品状態」を「すべて納品」から「一部納品」に変更します。
❼ 「明細日付」をクリックし、カレンダーから納品日を入力します。 
❽ 明細に表示されている「単価」または「数量」を今回納品分に変更

します。
（例）数量12→１へ修正

❾ 「最終確認に進む」をクリックします。

❻
❽

❾

❼

❿ 画面の内容を確認し、「この内容で送信」をクリックします。
⓫ 送信画面で必要に応じメッセージを入力し、「送信する」を

クリックすると発行完了です。
※❶～❿の操作を納品ごとに繰り返します。

❿

栃木県代表ID
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２.①見積書から発行する場合

【検査調書（検収書）の承認】

注意事項１

検査調書（検収書）の承認後は県に差戻しが出来なくなるためご注意ください。

注意事項２

商品名や金額など修正出来ない項目が誤っていた場合は、見積依頼からやり直す必要があります。

【手順２】
発注書確認

発注請書発行

【手順３】
納品書発行

【手順４】
検査調書承認

【手順５】
請求書発行

【手順１】
見積依頼書確認
見積書発行

①見積書から発行する場合の作業手順
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❷ 承認する検査調書（検収書）をクリックします。

❸ 検査調書を確認し、「承認」をクリックすると承認完了です。

２.①見積書から発行する場合【検査調書の承認】

❶

納品書（完了報告書）を発行すると、県で内容確認後、検査調書（検収
書）が送信されるため、承認を行います。
※検査調書が届くと、登録したID宛にメールが届きます。メールのURL
から直接検査調書を確認することも可能です（その場合手順❸から）。
❶ TRADE TOPページまたは取引管理の「未承認の文書」→「検収書」

の順にクリックします。

❷

❸
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２.①見積書から発行する場合

【請求書の発行】

【手順２】
発注書確認

発注請書発行

【手順３】
納品書発行

【手順４】
検査調書承認

【手順５】
請求書発行

【手順１】
見積依頼書確認
見積書発行

見積書から発行する場合の作業手順
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栃木県代表ID
※発注を行った各所属名
は表示されませんので御
注意ください。

発注者 受注者

事業者情報

請求書発行先には、
基本項目の「発注所属」と同じ所属を選択
してください。

❹

２.①見積書から発行する場合【請求書の発行】

続く

検査調書の承認後、請求書の発行が可能になります（承認から
続けて作成する場合は、承認後の画面で手順❹から）。
❶ TRADE TOPページの「文書を作成」→「請求書」の順に

クリックします。
❷ 請求書を作成する取引をクリックします。

❶

❷

❸ 請求書の作成元となる検査調書を選択します。
❹ 「請求書を作成」をクリックします。

❸



28

🔳

Copyright(C) Info Mart Corporation.

２.①見積書から発行する場合【請求書の発行】

❺ 請求書の作成画面（基本項目入力）が表示されます。
【基本情報入力項目】
⑴（請求書タイトル）：自動入力されます。
⑵（発行先）：「発行先を選択」をクリックします。
※基本項目の「発注所属」に表示されている所属を選択してください。

発注所属がない場合は、所属に債権者情報の登録を依頼してください。
「栃木県庁（システム管理専用）」は選択不可

⑶（請求書番号）：自社で管理している管理番号が入力できます。

⑷（件名）：自動入力されます。※修正不可

⑴

⑶

⑷

⑵

❺

発行先は下記のとおり表示されます。
※システムの仕様上、繰り返し表示されている場合
があります。
・本庁：「栃木県 知事 福田 富一（所属名）」
・公所：「（所属名）長」

【基本情報入力項目 続き】
⑸（請求書発行日）：自動入力されます。

⑹（請求金額タイトル）：自動入力されます。

⑺（支払方法）：「銀行振込」を選択してください。

⑻（締日）（入金期限）：任意

⑼（備考）：任意
❻「次に進む」をクリックします。

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼

❻

続く
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２.①見積書から発行する場合【請求書の発行】

❼ 明細日付の    をクリックし、カレンダーから取引年月日（物品購
入の場合は納品日）を選択してください。

※明細日付に期間を設定したい場合は、明細日付に取引期間の末日を入
力し、備考欄に期間を入力してください。

❽ 複数明細がある場合は一括登録も可能です。
❾ 「最終確認に進む」をクリックします。

❼

❽

❾

❿ 内容を確認し、「この内容で送信」をクリックします。
⓫ 送信画面で必要に応じメッセージを入力し、「送信する」を

クリックすると送信完了です。
※請求書を発行後、画面に反映されるまで数分（最大で数十分）
程度かかります。

❿

⓫



30

２.①見積書から発行する場合

【発行した書類の確認方法】

１.取引一覧から確認

２.文書一覧から確認
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２.①見積書から発行する場合【発行した書類の確認方法】

❶ TRADE TOPページの「すべての取引」をクリックします。

❶
❷

❷ 確認したい取引をクリックします。
❸ 各書類名をクリックすると、その取引で作成した書類が確認

できます。

❸

取引一覧から確認１
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２.①見積書から発行する場合【発行した書類の確認方法】

❶ TRADE TOPページの文書一覧から見積書等書類の種類を選択します。

❶

❷

❷ 確認したい書類をクリックします。文書一覧から確認２
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２.①見積書から発行する場合

【栃木県から文書を差戻された場合】

１.見積書～納品書（完了報告書）の修正・再発行

２.請求書の修正・再発行
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２.①見積書から発行する場合【栃木県から文書を差戻された場合】

※差戻しがあった際は登録したID宛にメールが届きます。メールの
URLから直接書類を確認することも可能です（その場合手順❸から）。

❶ TRADE TOPページの「やること」の「差戻し」をクリックします。

❶

❷

見積書～納品書（完了報告書）の修正・再発行１ ❷ 差戻された書類をクリックします。
❸ 県のコメントを確認し、「修正」をクリックします。
→以降は発行時と同じ手順で必要箇所を修正し、再発行します。

❸
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２.①見積書から発行する場合【県から差戻しされた文書の対応】

請求書が差戻しされた場合は、作成元となる「検査調書（検収書）」を
開き、請求書を再発行してください。
※差戻しがあった際は登録したID宛にメールが届きます。メールのURL

から請求書を確認することも可能です（その場合手順❸から）。
❶ TRADE TOPページの「やること」の「差し戻し」をクリックします。
❷ 差し戻し文書一覧から、対象の請求書をクリックします。

続く

❶

❷

請求書の修正・再発行２ ❸ 「請求書を確認」をクリックします。
❹ 県のコメントを確認し、「関連データ」をクリックします。

❸

❹
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２.①見積書から発行する場合【県から差戻しされた文書の対応】

❺ 関連データタブ内の「検収書」の「詳細を見る」をクリックします。

❺

×こちらからは再発行できません

請求書の修正・再発行２ ❻ 「請求書を修正」をクリックし、請求書の再発行を行います。
【請求書 修正可能項目】
  発行先、請求書番号、支払方法、明細日付、口座情報、備考
※口座情報を修正する場合は、初期設定マニュアルP.11～13の手順
 に沿って口座情報の再設定をしてから請求書を再発行することで
 反映されます。

→以降は発行時と同じ手順で必要箇所を修正し、再発行します。

❻
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３.②請求書のみ発行する場合

【TOPページ】・・・・・・・・・・・ P.38

【請求書の発行】・・・・・・・・・・P.40

【請求書の削除・修正・再発行】・・・P.44
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３.②請求書のみ発行する場合

【TOPページ】
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３. ②請求書のみ発行する場合【TOPページ】

❶

❷

❺

❻

❸

❼

総合TOPで「請求書」をクリックすると表示される画面です。

❹

番号 項目 説明

❶ 新規作成 請求書作成

❷ 請求書確認 承認待ち一覧：発行待ちの請求書一覧
発行済み一覧：発行した請求書の一覧

❸ あなたの業務 差戻等対応が必要な請求書一覧

❹ 発行先管理 つながっている発行先：請求書発行が可能
な所属の確認
登録・招待機能は県との取引では不使用

❺ 社員管理 社員IDの追加、登録済み社員IDの確認

❻ 設定・登録 各種設定画面

❼ ご利用ガイド 汎用マニュアル、よくある質問確認
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３.②請求書のみ発行する場合

【請求書作成・発行】
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３.②請求書のみ発行する場合【請求書作成・発行】

請求書のみ発行する手順です。
❶ 請求書TOPページで、「新規作成」をクリックします。
※「受取TOP」が開いている場合は、「発行TOP」をクリックします。
❷ 「新規に作成」が選択されている画面が表示されます。
❸ 「請求書書式設定」の「一覧から選択」をクリックします。

❶

【参考】「新規に作成」以外の作成方法

⑴ 「履歴から作成」とは

過去に発行した請求書を基に、内容を複製して新たな請求書を作成

できます。

⑵ 「テンプレートから作成」とは

特定の取引先向けとして事前に設定したテンプレートを利用して請

求書を作成できます。

⑶ 「保存済み一覧から作成」とは

作成途中で保存した請求書を続きから作成出来ます。

⑷ 「一括アップロード作成」とは

社内システムから出力したデータをアップロードして請求書を作成

できます。

※無料でのアップロード上限は月間10通まで、11通以上を発行する

場合は有料サービスの申込が必要となります。
⑴

❷

❸

⑵

続く

⑶ ⑷
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❼

❹

❺

❻

３.②請求書のみ発行する場合【請求書作成・発行】

❹ 「一覧から選択」をクリックします。書式一覧画面が表示されます。
❺ 「自社設定の書式」を選択します。
❻   事前に設定した請求書書式を選択します
❼ 「発行先」の「一覧から選択」をクリックします。

続く

❽ 「発行先の所属」を選択します。
※取引先として登録のある県庁の各所属が発行先として表示されます。
目的の所属が一覧にない場合は、該当の所属に債権者情報の登録を依頼
してください。
「栃木県庁」はシステム管理用IDのため、選択しないようお願いします。

❽各所属 一覧表示

発行先は下記のとおり表示されます。
※システムの仕様上、繰り返し表示されている
場合があります。
・本庁：栃木県 知事 福田 富一（所属名）
・公所：（所属名）長
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❾ 「件名」を入力します。
❿ 「入金方法」として「銀行振込」を選択します。
⓫ 「振込先」を確認します。振込先の設定方法は、操作マニュアル

（初期設定等） P11～13を御確認ください。
⓬ 「明細を作成する」を選択して、明細画面を表示します。

３.②請求書のみ発行する場合【請求書作成・発行】

❿

⓫

⓬

❾

⓭ 「明細」を入力します。

⓮ 「明細を追加する」をクリックすると、行を追加できます。

⓯ 「発行開始日時」を指定して、「発行予約へ」をクリックします。
※すぐに発行したい場合は作成時間から最も早い時間を指定してください。

⓰ 確認画面で「発行予約する」をクリックすると作成完了です。

⓭

⓮

⓯
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３.②請求書のみ発行する場合

【請求書の削除・修正・再発行】

１.発行前請求書の修正・削除

２.発行済み請求書の削除・差戻依頼

３.県から差戻された請求書の修正・再発行
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３.②請求書のみ発行する場合【請求書の削除・修正・再発行】

発行前の請求書は修正・削除が可能です。
❶ 請求書TOPページの「承認待ち一覧」をクリックします。

発行前請求書の修正・削除１

❶ ❷

❷ 対象の請求書の金額をクリックし、詳細画面を表示します。
❸ 「予約解除する」をクリックします。

❸
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３.②請求書のみ発行する場合【請求書の削除・修正・再発行】

❹ 「差戻す」をクリックします。
❺ メッセージ欄に修正理由等を入力します。
❻ 「確認画面へ」をクリックします。

発行前請求書の修正・削除１

❹

❺

❻

❼ 確認画面で「差戻す」をクリックし、差戻します。
❽ 差戻完了画面で「あなたの未処理へ」をクリックし、未処理

一覧を表示します。

❼

❽
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３.②請求書のみ発行する場合【請求書の削除・修正・再発行】

❾ 対象の請求書の「対応する」をクリックします。

発行前請求書の修正・削除１

❾

❿ 「削除する」をクリックで削除ができます。
⓫ 「再発行へ」をクリックで修正ができます。

「再発行へ」をクリック後は、発行時と同じ手順で必要箇所
を修正し、再発行します。

❿ ⓫
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３.②請求書のみ発行する場合【請求書の削除・修正・再発行】

❷発行済み請求書は、県の処理状況によってできることが異なります。
❶ 請求書TOPページの「発行済一覧」から当該請求書を確認します。
❷ 処理状況を確認し、金額をクリックして請求書を表示します。
❸ 処理状況が「未開封」の場合 

「発行済み請求書を削除する」のボタンから削除が可能です。修正
はできませんので、削除して再発行してください。

❹ 処理状況が「開封」の場合
「差し戻しを依頼する」のボタンから県に差戻依頼が出来ます。
県の差戻後、削除・修正が可能になります。

❺ 処理状況が「承認済」の場合
修正・削除・差戻依頼全てできません。

発行済み請求書の削除・差戻依頼２

❶

処理状況が
❸「未開封」の場合：

❹「開封」の場合 ：

❺「承認済」の場合： －
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３.②請求書のみ発行する場合【請求書の削除・修正・再発行】

県から請求書の差戻があった場合、登録したメールアドレスへの通知及び
「あなたの業務」への表示があります。

❶ 「差し戻された請求書が〇件あります。」をクリックします。

❷ 金額をクリックして請求書を確認します。

❶

❷

県から差戻された請求書の確認と再発行３ ❸ 差戻理由を確認します。

❹ 「再発行へ」を選択して、修正後を行います。
「再発行へ」をクリックした後の手順は請求書作成時と同様です。
※修正がない場合はそのまま再発行をしてください。

❹

❸
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４.お問合せ関係

【BtoBプラットフォーム操作に関するお問合せ】
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４.お問合せ関係【BtoBプラットフォーム操作に関するお問合せ】

❶ 総合TOPからBtoB TRADEまたは請求書を開き、「ご利用ガイド」をクリックします。

❷ 「マニュアル」をクリックすると汎用マニュアルが確認出来ます。

❸ 「よくあるご質問／お問い合わせ」をクリックします。

❹ よくある質問が確認できます。

❺ 「チャットで質問する」からAIチャットが利用できます。

❻ 「お問い合わせフォームはこちら」からお問合せが可能です。

システム運営会社から１～２営業日以内にメールまたは電話で回答します。

❷ ❸

❶

❻

❺

❹

❹

❺

❻

見積・発注・納品・検査調書の操作に関するお問い合わせ 請求書の操作に関するお問い合わせ

❷ ❸

❶

＜BtoB TRADE＞ ＜BtoB 請求書＞
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